
                                                                                                                             

板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱 

 

（平成３０年５月２９日区長決定） 

（令和元年６月２４日区長決定） 

（令和２年４月２７日区長決定） 

（令和３年４月２８日区長決定） 

（令和４年６月１７日区長決定） 

（令和７年４月３０日区長決定） 

 

（目的） 

第１条 この補助金は、板橋区（以下「区」という。）の区域内（以下「区内」とい

う。）の商店街等が地域団体等と連携し、地域のニーズに対応して商店街を含めた地域

一帯の賑わい創出に向けて行うイベント事業及び活性化事業に対して必要な補助金を交

付することにより、商店街の地域での役割を高め、地域の活性化を図ることを目的とす

る。 

 

（定義） 

第２条 

（１）「実行委員会等」とは次に掲げるものをいう。 

ア 商店街等の区域内（以下「商店街区」という。）を含む地域で活動を行うための会

則等を有している実行委員会 

イ 地域協議会 

（２）「実行委員会」とは、地域の活性化に向けてイベント事業及び活性化事業を行うた

め、商店街等が複数の地域団体等と資金や人的資源を出し合って設立された組織をい

う。なお、区の外郭団体が地域団体等として実行委員会に加入する場合、実行委員会

は外郭団体を除いた複数の地域団体等が加入するものとする。ただし、地域団体等が

町会又は自治会の場合、地域団体等は１団体での構成を可能とする。 

（３）「地域協議会」とは、これまで板橋区地域連携型モデル商店街事業で支援を行った

事業実施のために設立された商店街等と複数の地域団体等で組織する協議会をいう。 

（４）「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街 

イ 商店街の連合会 

（５）「商店街」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）により設立された商店街振興組合 

イ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）により設立された事業協同組合 



  ただし、別途定める事業協同組合は除く。 

ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの 

（ア）当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、 

その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。 

（イ）社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。 

（ウ）当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。 

（エ）当該区域で活動を行うための会則等を有していること。 

（６）「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。 

ア 商店街振興組合法により設立された連合会 

イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会 

ウ 上記以外で、区単位に組織された商店街連合会 

（７）「地域団体等」とは次に掲げるもので、会則等を有しているものをいう。 

ア 商工会、商工会連合会及び商工会議所 

イ 町会及び自治会 

ウ 特定非営利活動法人 

エ 区内に主たる事業所を持ち、商店街の組合員又は法人格を有する商店街等が過半を 

出資し、地域活性化を担うと区長が認める中小企業 

オ 社会福祉法人 

カ 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社、一般社団法人及び一般財団法人 

キ その他の団体で、商店街等の存する地域において地域活動を行っていて事業実施団

体として区長が適切と認めるもの（区の外郭団体、区の外郭団体以外で区が出資する

中小企業、区の外郭団体以外の公益法人等） 

（８）「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に

より認証された特定非営利活動法人であって、同法第２条第１項による特定非営利活

動のうち、商店街等の街区内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。 

ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

イ 社会教育の推進を図る活動 

ウ まちづくりの推進を図る活動 

エ 観光の振興を図る活動 

オ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

カ 環境の保全を図る活動 

キ 災害救助活動 

ク 地域安全活動 

ケ 子供の健全育成を図る活動 

コ 情報化社会の発展を図る活動 

サ 経済活動の活性化を図る活動 



シ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

ス 消費者の保護を図る活動 

セ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営若しくは活動に関する連絡、助言又は援助の

活動 

（９）「社会福祉法人」とは、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）により設立された

社会福祉法人をいう。 

（10）「中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及、一般社団法人及び一般財団法

人」とは、中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第１５条第

１項第２号に規定する特定会社、一般社団法人及び一般財団法人をいう。 

（11）「区の外郭団体」とは、区が出資又は出えんを行っている団体及び継続的な財政支

出、人的支援等を行っている団体のうち、区の政策との連動性が高く、区の行政運営

を支援する役割を有する団体で、知事が認めるものをいう。 

（12）「事業実施者」とは、実行委員会、実行委員会等に加入している商店街等及び実行

委員会に加入している第７号ウ、エ、オ及びカの地域団体等をいう。ただし、同号ウ

及びエについては実行委員会に加入することを条件に、設立を予定する者も対象とす

る。 

（13）「事業実施者が行う事業」（以下「連携事業」という。）とは、実行委員会が行う

イベント事業及び事業実施者が連携して行う活性化事業で、別表１に例示する事業及

びこれらと同趣旨の事業で事業実施者が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次

に掲げる事業を除く。 

ア 内容が経常的な性格を有する事業 

イ 商品券等の特典又は割引を付加する事業 

ウ 他の補助金等を一部財源とする事業 

エ 事業に係る全ての業務を委託する事業 

オ 商店街の販売促進を目的としたイベント事業 

（14）「イベント事業」とは、地域の活性化を図ることを目的に、商店街の街区を中心と

した地域において連続する期間に行われる行事に係る事業で、事業費全体に占める商

店街等の負担割合が過半となるものをいう。 

（15）「活性化事業」とは、地域の活性化を図ることを目的に行う事業のうちイベント事

業ではないもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものをいう。 

ア 実行委員会が策定した３年以上の期間にわたる中期計画の中で事業実施者が地域

の活性化に向けて初年度に取り組む事業として位置付けられていること。ただし、商

店街等が行う施設整備及び空き店舗の活用に係る取組については、複数回の申請を可

能とする。 

イ 実行委員会が策定した中期計画の中で事業実施者が初年度に取り組む事業におい

て、事業費全体に占める商店街等の負担割合が過半となること。 



ウ 計画の策定にあたって、都又は区市町村の専門家派遣事業による専門家から事前

に助言を受けていること。また、商店街が行う施設整備及び空き店舗活用事業の２年

目以降の申請にあたっても同様とする。 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金は、連携事業に必要な別表２のうち「補助対象経費」として掲げる経費

（以下「補助対象経費」という。）を予算の範囲内において、事業実施者に交付するも

のとする。 

 ただし、別表２のうち「補助対象外経費」として掲げられた経費は除く。 

２ 前条第１２号の事業実施者のうち、地域団体等が活性化事業を実施する場合は、商店

街等と連名で申請を行う場合に限り、第１項の補助金を交付する。なお、商店街等が地

域団体等（地域団体等が複数ある場合は最も負担する地域団体等）と同程度以上の金額

を負担することを条件とする。 

３ 第１項に規定する連携事業は、交付決定の日から翌年の３月３１日までの期間に実施

を完了する事業とする。 

 

（補助金の額） 

第４条 連携事業の１事業当たりの補助金の額は、次に掲げる額とする。なお、活性化事

業について、第２条第１２号の各事業実施者が複数の取組を一体的に行う場合は、これ

らの取組を一括して１事業とする。 

（１）「イベント事業」のうち商店街等が地域団体等と連携して行う新たな事業について

は、補助対象経費の５分の４以内の額又は補助限度額４百万円のいずれか低い額とす

る。 

（２）「イベント事業」のうち前号に記載した以外の継続的な事業については、補助対象

経費の３分の２以内の額又は補助限度額 333 万３千円のいずれか低い額とする。 

（３）「活性化事業」については、補助対象経費の５分の４以内の額又は補助限度額１億

円のいずれか低い額とする。 

（４）前号にかかわらず、第２条第５号ウに規定する商店街が実施する「活性化事業」に

ついては、補助対象経費の５分の４以内の額又は補助限度額１千万円以内のいずれか

低い額とする。 

（５）「イベント事業」又は「活性化事業」を合わせて行う場合において、区が事業実施

者に交付する補助金の額は、第１号から第４号までの額のそれぞれの範囲内で合計し

た額とする。 

（６）「活性化事業」のうち、商店街が複数回にわたって施設整備及び空き店舗の活用に

係る取組を行う場合、当該年度に行う事業の補助限度額は、第３号又は第４号で定め

る限度額から前年度以前に実施した事業に係る補助金額の合計を差し引いた額とす

る。 



 

（補助金の交付申請） 

第５条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、別途定める期日までに、

様式第１による補助金交付申請書を、必要な書類を添えて、区長に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、様式第２

による補助金交付決定通知書により事業実施者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

３ 補助金の交付決定の額は、連携事業ごとの第４条各号の規定により算出する額（１千

円未満の端数は切り捨て）又はその補助金交付申請額のいずれか低い額を合計した額と

する。 

４ 前条の規定による補助金交付申請書が到達してから、当該申請に係る第１項による交

付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は３０日とする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 事業実施者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、交付決定の通知を受けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出

することにより、申請を取り下げることができる。 

２ 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその

旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第８条 事業実施者は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれると

き又はその遂行が困難となったときは、速やかに様式第３による補助事業遅延等報告書

を区長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助事業の内容変更等） 

第９条 事業実施者は、補助事業の名称、実施内容等を変更しようとする場合又は中止を

しようとする場合は、あらかじめ様式第４による変更等承認申請書を、必要な書類を添

えて、区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更について

はこの限りでない。 

２ 事業実施者は、連携事業の実施内容等を変更しようとする場合又は中止をしようとす

る場合は、あらかじめ区に報告しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこ



の限りではない。 

３ 区長は、前項の承認をしたときは、様式第４の２により事業実施者に通知するものと

する。 

 

（状況報告） 

第１０条 事業実施者は、連携事業の遂行状況について、区長の要求があったときは速や

かに書面により報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 事業実施者は、原則、連携事業の実施が完了した月の翌々月末又は翌会計年度

で別途定める日のいずれか早い日までに、必要な書類等を添えて様式第５による実績報

告書を区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要

に応じて現地調査等を行い、その報告に係る連携事業の成果が、補助金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

様式第６により事業実施者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により交付すべき補助金の額は、連携事業ごとの第４条各号の規定により

算出する額（１千円未満の端数は切り捨て）又は第６条第３項に規定する額のいずれか

低い額を合計した額とする。 

 

（補助金の支払等） 

第１３条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支

払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため区長が必要と

認める場合は、概算払をすることができる。 

２ 事業実施者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第７に

よる補助金請求書を、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするとき

は、様式第７の２による補助金概算払請求書を区長に提出しなければならない。 

３ 事業実施者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定

通知書受領後、様式第８による補助金清算書を区長に提出し、速やかに補助金を清算し

なければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４条 事業実施者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第９によ



り報告しなければならない。 

２ 前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命

じるものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１５条 区長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に

基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１２条の規定により交付すべき補助金の額の確定のあった後におい

ても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、連携

事業の当該取消に係る部分に関し、既に事業実施者に補助金が支払われているときは、

期限を定めてその返還を命じるものとする。 

２ 区長は、第１２条の規定により事業実施者に交付すべき補助金の額を確定した場合に 

おいて、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を 

命じるものとする。 

 

（補助金の経理等） 

第１７条 区長は、連携事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整

理し、かつ、これらの書類を商店街等が行う事業が完了した日の属する会計年度の終了

後５年間保存するものとする。 

 

（補助金に付すべき条件） 

第１８条 区長は、事業実施者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付さなけれ

ばならない。 

（１）補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならないこと。 

（２）取得財産等については、連携事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならないこ

と。 

（３）取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と



交換し又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けなければならない

ものとすること。 

（４）取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付

した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。 

（５）連携事業の完了後、区長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開で

きるよう書類を整備しなければならないこと。この場合において、公開期限は連携事

業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間とすること。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第１９条 事業実施者は、区長が別に定める期日までに前条第３号の規定により承認をし

ようとする場合は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が５０万円以

上のものについては、あらかじめ様式第１０による取得財産等処分承認申請書を区長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（検査） 

第２０条 事業実施者は、区長が板橋区職員をして連携事業の運営及び経理等の状況その

他必要な事項について報告を求めさせた場合、又は検査させた場合には、これに応じな

ければならない。 

 

（違約金及び延滞金の納付） 

第２１条 第１５条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第１

６条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、事業実施者が補助金を受領し

た日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間

においては既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した

違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を事業実施者に納付させなければならな

い。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、事業実施者が定められた納期日までに補助金を

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除

く。）を納付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たり

の割合とする。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２２条 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の規定の適

用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものと



し、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた

額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、事業実施者の納付

した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を

命じた補助金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２３条 第２１条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じ

た補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延

滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第２４条 非常災害等による被害を受け、連携事業の遂行が困難となった場合の措置につ

いては、区長が指示するところによる。 

 

（補助事業の明示） 

第２５条 事業実施者は、連携事業を行うにあたって、板橋区の補助金を財源とする補助

事業であることを明示しなければならない。 

 

（その他） 

第２６条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、東京都板橋区補助金等交付規則

（昭和４２年板橋区規則第３号）に定めるほか、産業経済部長が別にこれを定める。 

 

 

付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、区長決定の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



別表１（第２条第１３号関係）事業実施者が行う事業（例示） 

 

１ 実行委員会が行うイベント事業 

⑴文化、歴史など地域資源を活かしたイベント 

①季節のイベント（七夕、盆踊り、クリスマス等）  ②スポーツイベント  ③地産地消イベント  

④スタンプラリー、ウォークラリー  ⑤各種フェスティバル、コンクール（音楽祭、ストリートアート等）  

⑵資源リサイクル、環境対策に資するイベント 

①エコキャンペーン（ごみゼロイベント等） ②クリーンキャンペーン（地域清掃イベント等） 

⑶地域福祉、健康に資するイベント 

①高齢者等を招待してのイベント  ②健康フェスティバル 

⑷防犯防災や生活安全に資するイベント 

①防犯・防災フェア  ②防災・避難体験訓練イベント 

⑸青少年育成に資するイベント 

①食育フェア  ②自然体験イベント 

＊イベント事業は、１か年度に１回までとする。なお、同一の商店街が構成員となっている実行委員会が複数あ

る場合は、いずれか１つの実行委員会のイベント事業のみを対象とする。 

＊商店街の販売促進イベント事業、会場設営のみのイベント事業は対象外とする。 

＊前年度以前に実施したイベントを行う場合は、前年度以前に実施していない取組（新規の取組）をイベントに

盛り込むこと 

 

２ 実行委員会が行う活性化事業 

⑴コミュニティ機能の強化を図るための事業 

①安全パトロール事業  ②エコ・リサイクル事業 

⑵組織力、経営力の強化を図るための事業 

①普及宣伝  ②人材育成  ③地域ブランド・商品開発 

＊活性化事業は、１か年度に１回までとする。 

＊施設・設備の整備を行う事業は対象外とする。 

＊商業ビルや地下街における商店街については、原則として、活性化事業の補助対象外とする。 

 

３ 商店街等が行う活性化事業 

⑴施設を整備する事業 

①共同設備等の改修（街路灯等、アーケード、カラー舗装等）  

②来街者の集客を目的とした施設、設備の整備（ファザード、統一看板等） 

⑵ＩＴ機能の強化を図るための事業 

①ＩＣ多機能カード導入  ②スマートフォンアプリの導入 

⑶顧客利便機能の強化を図るための事業 

①タウンモビリティー導入 ②宅配事業  

⑷コミュニティ機能の強化を図るための事業 

①空き店舗等を活用した事業（交流施設、保育施設、高齢者向け施設等） 

⑸組織力、経営力の強化を図るための事業 

①普及宣伝  ②人材育成  ③地域ブランド・商品開発 

④空き店舗等を活用した事業（創業支援施設、チャレンジショップ等） 

＊活性化事業は１か年度に１回までとする。 

＊施設を整備する事業は、商店街関係者の利用を目的としたものや個店に特化したものは対象外とする。 

＊施設整備事業及び空き店舗活用事業は独立した事業として認められた場合に複数回の申請（施設整備事業は事

業開始年度の翌々年度末までの期間、空き店舗活用事業は事業開始月から３年を経過した日の属する月の前月末

日までの期間の事業実施に係る申請）を可能とする。 

＊商業ビルや地下街における商店街については、原則として、活性化事業の補助対象外とする。 

 



４ 地域団体等が行う活性化事業 

⑴顧客利便機能の強化を図るための事業 

①タウンモビリティー導入 ②宅配事業  

⑵コミュニティ機能の強化を図るための事業 

①空き店舗等を活用した事業（交流施設、保育施設、高齢者向け施設等） 

⑶組織力、経営力の強化を図るための事業 

①普及宣伝  ②人材育成  ③地域ブランド・商品開発 

④空き店舗等を活用した事業（創業支援施設、チャレンジショップ等） 

＊活性化事業は１か年度に１回までとする。 

＊商店街と連名での申請を行う場合に限る。なお、商店街が地域団体と同程度以上の金額を負担することを条件

とする。 

 

＊２～４については、実行委員会が策定した３年以上の期間にわたる中期計画の中で事業実施者が初年度に取り

組む事業として位置付けられた事業をいう（当初の計画に記載された商店街の施設整備事業及び空き店舗活用事

業は除く）。なお、計画の策定にあたって都又は区の専門家派遣事業による専門家から事前に助言を受けるもの

とする。また、商店街が行う施設整備及び空き店舗活用事業の２年目以降の申請にあたっても同様とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表２（第３条関係） 
 
１ 実行委員会が行うイベント事業 
(1)補助対象経費 

区     分 摘     要 
事業周知に要する経費 イベント限定のＨＰ作成も補助対象とする。 
会場設営及び運営委託に要する経費  
景品購入費（商店街の販売促進に係るものは除く） 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の

部分 
景品単価１万円以下の部分 
総額で９０万円以下の部分 

記念品購入費 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の

部分 
出演料  
その他諸経費  
＊地域団体が負担する分も含めた経費が補助対象となる。但し、実行委員会の事業費負担全体に占める商

店街負担割合を過半とすること 
＊百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。 
 
(2)補助対象外経費 

区     分 摘     要 
役員や来賓等の特定の者に係る経費  
実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親

族（同一生計）に対して支出する経費 
 

共催団体に対して支出する経費  
商店街の販売促進に係る景品購入費 商店街店舗での一定金額の商品購入により抽選券

等を配布して行う抽選会の景品 
景品及び記念品購入費のうち  
 不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分  
 特定の商店街のみで使用可能な商品券  
 現金、宝くじ  
区が定める経費単価を超える経費 短期雇用者の時間給等 
使用実績のないもの 天災地変の発生によりやむを得ず使用されなかっ

た施設・設備の設営に係る経費は除く 
補助事業に直接必要のない経費 他の事業で使用が可能な備品の購入等 
 
２ 実行委員会が行う活性化事業 
(1)補助対象経費 

区     分 摘     要 
コミュニティ機能の強化に要する経費  
組織力、経営力強化に要する経費 
＊百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。 
 
(2)補助対象外経費 

区     分 摘     要 
施設・設備の整備に要する経費  
ＩＴ機能の強化に要する経費 他の事業で使用が可能なパソコン等の購入等 
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 アーケードの再塗装を除く 



既存施設の機能維持のみを目的とした修繕、保守等に

係る経費 
再塗装、根巻き補修を除く 

既存施設の消耗品の交換に係る経費  
建物及び土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費  
実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親

族（同一生計）に対して支出する経費 
 

区が定める経費単価を超える経費 短期雇用者の時間給、専門家等に対する謝金等 
使用実績がないもの  
補助事業に直接必要のない経費 他の事業で使用が可能な備品の購入等 
イベントに係る経費  
 
３ 商店街等が行う活性化事業 
(1)補助対象経費 

区     分 摘     要 
施設整備に要する経費 （駐車場・駐輪場整備に係る土地賃借料）事業開

始日の属する年度の3月31日までを限度とす

る。ただし、空き店舗活用事業の中で行う場合

は、事業開始日から起算して３年を経過した日の

属する月の前月末日までを限度とする。月額３０

万円を限度とする。 
ＩＴ機能の強化に要する経費  
顧客利便機能の強化に要する経費  
コミュニティ機能の強化に要する経費 （空き店舗活用事業に係る建物賃借料）事業開始

日から起算して３年を経過した日の属する月の前

月末日までを限度とする。月額３０万円を限度と

する。（空き店舗活用事業に係る人件費）事業開

始日から起算して３年を経過した日の属する月の

前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業

務を行うために補助事業者が直接雇用する者に対

して支払われる経費とする。従来から雇用してい

る職員、アルバイトについての費用振替は認めな

い。月額１５万円を限度とする。 

組織力、経営力強化に要する経費 

上記経費に係る事業に付随する完成記念イベントに要

する経費 
イベント事業の補助対象経費のとおり 

消費税 免税事業者のみ 
＊百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。 
＊空き店舗活用事業における土地賃借料、建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施

のための賃借料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月初をいい、各経費の補助期間の終期は同一

とする。 
 
(2)補助対象外経費 

区     分 摘     要 
法定耐用年数に満たない既存施設の改修に係る経費 アーケードの再塗装を除く 
既存施設の機能維持のみを目的とした修繕、保守等に

係る経費 
再塗装、根巻き補修を除く 

既存施設の消耗品の交換に係る経費  
土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃借料は除く。 
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族

（同一生計）に対して支出する経費 
 



区が定める経費単価を超える経費 短期雇用者の時間給、専門家等に対する謝金、街

路灯１基当たりの設置単価等 
使用実績がないもの  
補助事業に直接必要のない経費 他の事業で使用が可能な備品の購入等 
イベントに係る経費 イベント事業の補助対象外とする経費のとおり 
 
４ 地域団体等が行う活性化事業 
(1)補助対象経費 

区     分 摘     要 
施設整備に要する経費 建物の整備については改修に限る。（駐車場・駐

輪場整備に係る土地賃借料）事業開始日の属する

年度の3月31日までを限度とする。月額３０万

円を限度とする。 
ＩＴ機能の強化に要する経費  
顧客利便機能の強化に要する経費  
コミュニティ機能の強化に要する経費 （空き店舗活用事業に係る建物賃借料）事業開始

日の属する年度の3月31日までを限度とする。

月額３０万円を限度とする。（空き店舗活用事業

に係る人件費）事業開始日の属する年度の3月

31日までを限度とする。事業実施に必要な業務を

行うために補助事業者が直接雇用する臨時のアル

バイト代等として支払われる経費とする。従来か

ら雇用している職員、アルバイトについての費用

振替は認めない。月額１５万円を限度とする。 

組織力、経営力強化に要する経費 

上記経費に係る事業に付随する完成記念イベントに要

する経費 
イベント事業の補助対象経費のとおり 

法人設立に要する経費 要綱第３条第７号ウ及びエの団体を設立する場合

のみ事業実施者が事業実施において設立する際の

定款認証経費、司法書士経費、登録印紙代 
＊百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。 
 
(2)補助対象外経費 

区     分 摘     要 
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 アーケードの再塗装を除く 
既存施設の機能維持のみを目的とした修繕、保守等に

係る経費 
再塗装、根巻き補修を除く 

既存施設の消耗品の交換に係る経費  
建物及び土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃借料は除く。

空き店舗活用事業に係る建物賃借料は除く。 
実施主体である地域団体関係者及びその同居する親族

（同一生計）に対して支出する経費 
 

区が定める経費単価を超える経費 短期雇用者の時間給、専門家等に対する謝金等 
使用実績がないもの  
補助事業に直接必要のない経費 他の事業で使用が可能な備品の購入等 
イベントに係る経費 イベント事業の補助対象外とする経費のとおり 
消費税  
 
 
 



様式第１（第５条関係） 
 

 年   月   日 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
所 在 地 

商店街等名 

代 表 者 

 
 

     年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付申請書 
 
 
標記の補助金に係る事業を下記のとおり行うので、板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要

綱第５条の規定により、補助金の交付を申請する。 

 
 

記 
 
１．補助事業の内容 

（１） 事業名 

 

（２） 事業の内容     別紙のとおり 

 

２．補助金交付申請額     金          円 

 



様式第２（第６条関係） 
第    号 

 

    年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付決定通知書 

所 在 地 

商店街等名 

代 表 者 

 
 

  年  月  日付けで申請のあった    年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金

については、下記により交付する。 
 

年  月  日 
 
 

板橋区長        
 
 

記 

 
第１ 交付金額 
  金           円 

 
第２ 補助事業名 

   
 
第３ 補助事業の内容 
  申請書記載のとおりとする。 
 
第４ 通則 

補助事業者は、補助事業を行うに当たっては、この文書に定めるもののほか、板橋区地域連携型

商店街事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 
 
第５ 事情変更による決定の取消し等 
１ 区長は、この交付の決定後において、その後の事情により特別の必要が生じたときは、この交付

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限り

でない。 
２ １の規定によるこの交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務及び事業に対しては、

次に掲げる経費に係る補助金を交付することがある。 
⑴ 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費 

⑵ 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 
３ ２の規定による補助金の額の２の⑴又は⑵に掲げる経費の額に対する割合その他その交付につ

いては、１の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずる。 



様式第３（第８条関係） 
 

 年   月   日 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
 

所 在 地 

商店街等名 

代 表 者 

 

 

 
 

   年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書 
 
 
     年  月  日付    第    号をもって交付決定の通知のあった標記事業につ

いて、下記のとおり事故があったので、板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第８条の規定

により、下記のとおり報告する。 
 
 

記 
 
 
１ 補助事業の進捗状況 

 
 
２ 補助事業遅延等の内容及び原因 

 
 
３ 補助事業遅延等に対する措置 
 
 
４ 補助事業の進捗状況及び完了の予定 
 
 
 



様式第４（第９条関係） 
 

 年   月   日 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
 

所 在 地 

商店街等名 

代 表 者 

 
 

     年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金 
に係る補助事業の内容の変更等承認申請書 

 
 

年  月  日付    第   号をもって交付決定の通知のあった標記事業の内容

を下記のとおり変更（＊中止）したいので、板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第９条第

１項の規定に基づき、承認を申請する。 

 
 

記 

 
 

１ 補助事業名 

 
 
３ 補助金交付決定額 

 
   金      千円   

 
４ 変更（＊中止）の内容 
 
 
５ 変更（＊中止）の理由 



様式第４の２（第９条関係） 
第    号 

 年   月   日 
 
          様 

 
 

板橋区長        
 
 

    年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金 
に係る補助事業の内容の変更（＊中止）承認について 

 
 

年  月  日付けで申請のあった標記事業の内容の変更（＊一部中止）について、板橋

区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第９条第３項の規定に基づき、下記のとおり承認する。 
 
 

記 

 
 
１ 承認内容 
 
 
 
２ 付帯条件 

 



様式第５（第１１条関係） 
 

 年   月   日 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
 

                          

所 在 地 

商店街等名 

                      代 表 者           

 
 

   年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業実績報告書 

 
 

年  月  日付    第   号により交付決定の通知のあった標記補助事業が完

了したので、板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおりそ

の実績を報告する。 

 
 

記 
 
 
１ 交付決定額   金        千円 

 
                                    

２ 補助事業の実績   別紙のとおり 
 
 

 
 
 
 
 
 



様式第６（第１２条関係） 
第    号 

 

     年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業確定通知書 

 

所 在 地 

商店街等名 

                           代 表 者             

 
 
 
 

年  月  日付   第  号により交付決定した板橋区地域連携型商店街事業費補

助金については、    年  月  日付をもって提出された実績報告書を審査した結果、補助事

業の成果が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるので、その

額を金           円に確定する。 

 
 
＊（返還額のある場合） 
金           円に確定し、既に交付した補助金         円との 
差額          円を    年  月  日までに返還するよう命ずる。 
 
 
 

年  月  日 

 
 
                       板橋区長             

 
 
 
 
 
 
 



様式第７（第１３条関係）  
 

 年   月   日 
 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
 

                          

所 在 地 

商店街等名 

代 表 者 

 
 

    年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金請求書 
 
 

年  月  日付    第   号をもって確定通知のあった標記補助事業につい

て、板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第１３条第２項の規定により、下記のとおり請

求する。 

 
 

記 

 
 
１ 補 助 事 業 名 
 
 
 
 

２ 確 定 額        金          千円 

 

 

 

 

３ 請 求 額        金          千円 

 

 
 
 
 
 



第７号様式の２（第１３条関係）＊概算払の場合  

  年  月  日 

 

 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

 

所 在 地 

                       商店街等名 

代 表 者           

           

                                       

 

 

   年度板橋区地域連携型商店街事業補助金概算払請求書 

 

 

年  月  日付    第   号をもって交付決定の通知のあった標記補助事業につい

て板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第１３条第２項の規定により、下記のとおり請求

します。 

 

 

記 

 

 

１ 補 助 事 業 名 

 

 

２ 概算払請求理由 

 

 

３ 交 付 決 定 額       金          千円 

 

 

４ 概算払請求額       金          千円 

 

 

５ 残 額       金          千円 

 

 



第８号様式（第１３条関係）  

年  月  日  

 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

 

所 在 地            

商店街等名            

                            代 表 者           

 

 

   年度板橋区地域連携型商店街事業補助金清算書 

 

 

年  月  日付    第   号をもって確定通知のあった標記補助事業が完了したの

で、板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第１３条第３項の規定により、下記のとおり清算

します。 

 

 

記 

 

 

１ 交 付 決 定 額       金          千円 

 

 

２ 確 定 額       金          千円 

 

 

３ 概算払受領済額       金          千円 

 

 

４ 清 算 額       金          千円 

 

 

５ 残 額       金          千円 

 

 



様式第９（第１４条関係） 
  

 年   月   日 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
  

              所 在 地 

商店街等名 

                                                  代 表 者 

  
 

 
 

年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金 
に係る消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 
 
板橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり報

告します。 
 
 

記 
 
 
１ 補助金額（区長が確定通知書により通知した額）             円 

 
２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額     円 

 
３ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び 
地方消費税に係る仕入控除税額                      円 

 
４ 補助金返還相当額（３－２）                      円 

 
 
 
 



様式第１０（第１９条関係）  
 

 年   月   日 
 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 
                          

所 在 地 

商店街等名 

代 表 者 

 
 
 

    年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金 
に係る取得財産等処分承認申請書 

 
 

年度板橋区地域連携型商店街事業費補助金により取得した取得財産等の処分について、板

橋区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱第１９条の規定により、下記のとおり申請する。 
 
 

記 
 
 
１ 処分予定の取得財産等に係る補助事業の名称 

 
 
２ 処分予定の取得財産等の品目及び取得年月日 

 
 
３ 処分予定の取得財産等の取得価格（効用の増加した価格）及び時価 
 
 
４ 処分予定の取得財産等の設置場所 
 
 
５ 処分予定方法 

 
 
６ 処分予定理由 

 
 
 


